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令和元年瑞穂町教育委員会第６回定例会 会議録 

 

 

令和元年６月２７日瑞穂町教育委員会第６回定例会が瑞穂ビューパーク・スカイホールに招集された。 

 

１ 出席委員は、次のとおりである。 

  １番 村上 豊子 君 ・ ３番 滝澤 福一 君 ・ ４番 関谷 忠 君  

 

１ 欠席委員は、次のとおりである。 

  ２番 中野 裕司 君  

   

１ 説明のため出席した者の職氏名は、次のとおりである。 

  教育長 鳥海 俊身 君 ・  教育部長 小峰 芳行 ・ 教育課長 友野 裕之 君 ・ 指導課長 小熊 克也 君 

指導課統括指導主事 稲冨 泰輝 君・社会教育課長 佐久間 裕之 君 ・ 図書館長 町田 陽生 君 

  庶務係長（事務局） 鳥海 仁 君  

１ 本日の傍聴者 なし 

１ 本日の議事日程は、次のとおりである。 

  日程第１  会議録署名委員の指名 

  日程第２  教育長 業務報告 

  日程第３  議案第２３号  瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について 
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  日程第４  報告事項１   臨時代理の報告について（瑞穂町教育基本計画審議会委員の委嘱について） 

 

開会  午前９時００分 

 

鳥海教育長  おはようございます。定刻になりましたので会議を始めさせていただきます。ただいまの出席委員は３名であ

ります。定足数に達しておりますので、これより令和元年瑞穂町教育委員会第６回定例会を開催いたします。た

だちに本会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、会議規則第２８条の規定により教育長にお

いて、３番、滝澤委員を指名いたします。 

鳥海教育長  日程第２、教育長業務報告を行います。 

  お手元に配付してあります資料のとおりでございます。 

  今までの報告で何かご質問はございませんでしょうか。 

  ご質問もないようですので、以上で業務報告は終了いたします。 

鳥海教育長  日程第３、議案第２３号、瑞穂町図書館協議会委員の委嘱についてを議題とします。なお、本議案については、

関谷委員が該当されていますので、一度ご退席をお願いします。 

      （関谷委員 一度退席） 

それでは、教育部長より提案理由の説明をお願いします。 

教育部長   議案２３号については、瑞穂町図書館協議会委員の任期が令和元年６月３０日に満了するため、瑞穂町図書館

協議会条例第２条により、次の者を委員に委嘱したいので、本案を提出するものです。なお、敬称は略させてい

ただきます。氏名、篠原政一、南方孝之、吉良明美、志村武保、鳥居智子、裏面をご覧ください。吉岡莉恵子、
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関谷 忠、髙島朝子。住所、生年月日等は記載のとおりで、任期は令和元年７月 1日から令和３年６月３０日まで

となります。 

鳥海教育長  以上で説明が終わりました。これより議案第２３号に対する質疑に入ります。 

       ご質疑はございますでしょうか。 

村上委員   公募の２名について、詳しく説明をお願いします。 

図書館長   まず、一人目の吉岡莉恵子氏ですが、現役の大学生で、図書館司書課程を専攻しています。司書課程で学んだ

ことや塾講師の経験を活かした、図書館に対する若年層の考え方や思いを込めた論文を出していただきました。 

二人目の鳥居智子氏ですが、瑞穂町高根在住の方で、元中学校の英語教師であります。長年図書館をご利用い

ただき、子育てにも読書を取り入れるなどをおこなってきた方です。これらの経験を踏まえ、図書館の可能性や

魅力などに関連した論文を出していただきました。以上の２名が公募による方で選考させていただきました。 

鳥海教育長  ほかご質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

       人事案件でありますので、討論を省略いたします。 

       それではお諮りします。議案第２３号を原案どおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声） 

       異議なしと認め、議案第２３号は原案どおり可決されました。 

（関谷委員 自席へ戻る） 

鳥海教育長  日程第４、報告事項１、臨時代理の報告について（瑞穂町教育基本計画審議会委員の委嘱について）を議題と 

します。教育部長より説明を求めます。 

教育部長   報告事項１については、瑞穂町教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項の規定により、教育委員 

会の権限に属する事務を別紙のとおり臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告します。 
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１ページおめくりください。瑞穂町教育基本計画審議会条例第３条の規定により、次の者を委員に委嘱しまし 

た。氏名、田中洋一、忰田康之、石坂隆文、池谷芳彦、中野雄司、山宮安子、田村勝。 

１ページおめくりください。戸田祐佳、沖悟、下田智子、鈴木育雄、鳥海雅美。住所、生年月日等は記載のと 

おりです。なお、任期は令和元年５月２７日から令和２年３月３１日までです。 

鳥海教育長  以上で説明が終わりました。ご質問はございますでしょうか。 

村上委員   一般公募委員について、詳しく説明をお願いします。また、忰田康之氏についても詳しく説明をお願いします。 

指導課長   まず一般公募の方ですが、鈴木育雄氏は元社会教育委員であります。鳥海雅美氏は、五小で実施している放課

後子ども教室のコーディネーターをしています。また、教育支援員もされています。 

       忰田康之氏は、現在明星大学教育学部の教授を務めています。西多摩支所で指導主事をされていた方で、瑞穂

町のことを大変理解している方であります。 

鳥海教育長  ほかに質問もないようですので、委員には、さようご了承ねがいます。 

 

      

       以上をもちまして、本定例会に付議された案件は全て終了しました。 

これにて令和元年瑞穂町教育委員会第６回定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

閉会 午前９時１１分 
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この会議録は、書記の記載したものであるが正確を証するためにここに署名いたします。 

 

      瑞穂町教育委員会教育長 

 

      瑞穂町教育委員会委員 


